
 

木曽岬干拓地整備事業（第２期）環境影響評価準備書に対する 

三重県環境影響評価委員会調査審議結果（答申） 

 

本事業は公共事業による建設発生土のストックヤードを木曽岬干拓地内に整備す

るものであり、未利用地を有効に活用する事業として計画されている。 

 また、対象事業実施区域北側の隣接地においては、平成 18 年に環境影響評価書が

提出されたうえで宅地の造成等の事業（以下「第１期事業」という。）が実施されてい

る。 

一方で、木曽岬干拓地は、希少野生動植物主要生息生育地（ホットスポットみえ）

として位置づけられ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成

４年法律第 75号、以下「種の保存法」という。）に基づき、国内希少野生動植物種に

指定されているチュウヒが生息し、かつては３つがいの繁殖が確認されていた地域で

ある。 

 第１期事業では、開発の代償措置として、チュウヒの３つがいの繁殖を目指し、木

曽岬干拓地南端部約 50ha の土地が保全区として創出されたものの、保全区において

は、これまで繁殖は成功していない。 

このため、本環境影響評価準備書における環境影響評価委員会の審議では、第１期

事業の環境保全措置について効果を十分検証すべきであるという指摘がされている。 

これらのことを踏まえ、本事業の実施にあたっては、以下に述べるそれぞれの項目

について十分に検討したうえで、最大限の環境保全措置を講じるとともに、その旨を

環境影響評価書（以下「評価書」という。）に記載すること。 

 

総括事項 

１ 第１期事業の環境影響評価時の調査及び事後調査等、長期にわたり現地での調査

が行われていることから、評価書の作成にあたっては、これまでの調査結果を踏ま

えたうえで、本事業の実施による環境への影響について、適切に予測及び評価を行

うこと。 

 

２ 供用時には、有害物質や廃棄物の混入があるなどの不適切な土砂を搬入しないよ

う徹底するとともに、運搬車両の台数制御等、生活環境への影響を低減するための

適切な受け入れ管理を実施すること。 

 

３ 環境保全措置の実施にあたっては、中長期的に継続する必要があることから、そ

れらを実施するための予算措置を行うこと。また、本事業の実施中に、盛土完了後

の土地利用方法が明確になるなど、計画の変更が生じた場合は、変更後の土地利用

方法における影響の予測及び評価を実施し、その結果に応じて必要な環境保全措置

を検討すること。 

 

４ 本事業の実施にあたっては、環境影響評価準備書に記載されている環境保全の方

針及び環境保全措置を確実に実施することはもとより、環境保全対策に関する最善

の利用可能技術を導入するなど、より一層の環境影響の低減に努めること。 

 



個別的事項 

１ 大気質 

本事業の実施にあたっては、大気環境への影響を低減するため、排出ガス対策型

の建設機械を採用するとともに、粉じんの発生抑制対策等の環境保全措置を徹底す

ること。 

 

２ 水質、水生生物 

本事業の実施により多量の建設発生土が搬入されるため、濁水の流出による水生

生物への影響が懸念されることから、工事中及び供用中においては、沈砂池を適切

に維持管理するなど、必要な措置を講じること。 

 

３ 土地の安定性、水生生物 

本事業の実施により、対象事業実施区域南側の水路壁面の傾斜及びそれに伴う

水生生物への影響が懸念されることから、盛土造成による水路壁面への影響につ

いて予測及び評価を実施すること。また、施工前の対策、施工中のモニタリング

等、必要な措置を講じること。 

 

４ 陸生動物、陸生植物、水生生物、生態系 

（１）第１期事業の実施においては、チュウヒ３つがい分の繁殖地を確保する目的で

保全区が創出されたものの、現状では繁殖の成功が確認されていない。このこと

から、今後実施する保全区の整備にあたっては、複数の専門家にヒアリングを行

うなど、幅広い意見を踏まえたうえで原因を検証し、引き続き３つがいの繁殖が

可能な草地環境の創出に努めること。 

 

（２）対象事業実施区域は、チュウヒの就塒域に含まれていることから、評価書の作

成にあたっては、越冬期におけるチュウヒへの影響について適切に予測及び評価

を行ったうえで、必要な環境保全措置を検討すること。また、対象事業実施区域

南側の隣接地には、チュウヒの就塒中心域があることから、保全区だけではなく、

当該土地においても繁殖及び越冬状況の調査を実施するとともに、必要に応じて

保全措置を講じるよう検討すること。 

 

（３）工事中及び供用中に対象事業実施区域及びその周辺においてチュウヒの繁殖が

確認された場合は、作業の一時休止等、繁殖を阻害しないような環境保全措置を

講じること。また、事前に工事箇所及び建設発生土の搬入箇所を区分けしたうえ

で、チュウヒの繁殖状況を踏まえて順応的に作業ができるよう、事業計画を策定

すること。 

 

（４）本事業の実施による重要な種及び生態系の注目種に対する影響について、準備

書では一律に「周辺に同様の環境が存在するので、影響が小さい」と予測されて

いる箇所が見られるなど、事業実施前後における生息環境の変化に伴う考察が十

分に行われていない。このことから、評価書の作成にあたっては、重要な種及び

生態系の注目種の生態特性及び生息環境となる植物群落の変化を考慮し、適切に



予測及び評価を行ったうえで、生態系の連続性に配慮した必要な環境保全措置を

検討すること。なお、本事業の実施による影響が十分に回避又は低減できないと

予測された場合は、対象事業実施区域内又はその周辺において代償措置の実施を

検討すること。 

 

（５）事後調査の実施にあたっては、対象事業実施区域及びその周辺におけるチュウ

ヒをはじめとする希少猛禽類の繁殖状況及び越冬状況について調査し、「猛禽類

保護の進め方」、「チュウヒ保護の進め方」等の指針に基づいた解析及び植生調査

を実施したうえで、本事業の実施による影響を評価すること。また、専門家への

ヒアリングを行い、必要に応じて追加的な環境保全措置を講じること。なお、チ

ュウヒの生息域が広域に及んでいる場合は、周辺の土地利用計画を注視しつつ、

種の保存法を所管する環境省やチュウヒの専門家など、様々な関係者からの助言

を得たうえで、関係機関と連携するよう努めること。 

 

（６）対象事業実施区域及びその周辺において、特定外来生物であるヌートリアが

多数確認されており、保全区の生態系への影響が懸念される。その防除にあた

っては、関係機関と連携して対応するとともに、保全区の水位調節等、繁殖を

阻害するような対策についても検討すること。 

 


